
（１） 長屋

（２） 共同住宅、寄宿舎又は下宿

（３） 公衆浴場

（４）

（５） 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。）

「地区計画の地域は計画図表示のとおり」

　建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高
限度及び形態又は意匠の制限を定めることにより、ゆとりと落ちつきのあるまちな
みの形成を図る。
  また、緑化による良好な景観の形成を誘導するため、かき・さくの構造の制限を
行う。

建築物等の整備の方針
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建築基準法別表第2（ろ）項第2号及び（は）項第5号に掲げるもの（ただし、
住宅で建築基準法施行令第130条の5の3に掲げる用途を兼ねるもののう
ち、その用途の床面積が100㎡以内のものを除く。）

建築物の

用途の制限

かき又はさくの構造
の制限

当初：平成13年6月1日　市告示第103号

変更：平成16年9月3日　市告示第157号（名称変更）

　屋根、外壁等の色彩は、良好な住環境の形成を図るため、落ち着いた色合い
のものとし、看板、広告板及び案内板についても、周辺の環境を損なわないもの
とする。

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離（以下「外
壁の後退距離」という。）は、０．５ｍとする。
  ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部
分が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

　道路に面するかき又はさくの構造は、生垣あるいは鉄柵、パイプフェンス、ネット
フェンスその他これらに類するものとする。

建築物の敷地面積
の最低限度

建築物等の高さの最
高限度

建築物等の形態又
は意匠の制限

（１）　車庫、物置その他これらに類する用途に供するものであること。

１2ｍ

壁面の位置の制限

（２）　外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ以下であること。

100㎡

位　　　　　置

　峰塚荘園地区地区計画

　羽曳野市西浦5丁目地内

　　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

　低層独立住宅を主体に、周辺環境と調和したゆとりと落ちつきのある住宅地とし
ての土地利用を図る。

　地区内の区画道路、公園及び緑地については、開発許可により整備されるの
で、これらの地区施設の機能の維持・保全を図る。

　本地区は、近鉄南大阪線古市駅の南西1.3ｋｍに位置し、周辺の自然環境にも
恵まれた良好な住宅地としての条件を備えたところであり、民間事業者の開発行
為により､道路、公園等の公共施設が整備され、今後、住宅建設が行われようと
する地区である。
  このため、地区計画の策定により、建築物等の規制、誘導を行い、地区全体と
して調和のとれたゆとりと落ちつきのある居住環境の形成を図る。

南部大阪都市計画峰塚荘園地区地区計画（市決定）

面　　　　　積 　約　１．５　ｈａ
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地区計画の目標

土地利用の方針

地区施設の整備方針

名　　　　　称





〇南部大阪都市計画峰塚荘園地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例  

制  定 平 13.６.28 条例 17 

最近改正 平 23.９.２ 条例 16 

 （目的）  

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）第 68条の２第１項

の規定に基づき、南部大阪都市計画峰塚荘園地区地区計画（以下「峰塚荘園地区地区計画」という。）

の区域内における建築物の用途、敷地面積、高さ及び壁面の位置に関する制限を定めることにより、

適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）及び峰塚

荘園地区地区計画の定めるところによる。  

 （適用区域）  

第３条 この条例は、峰塚荘園地区地区計画の区域内に適用する。  

 （建築物の用途に関する制限）  

第４条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。  

 (１) 長屋  

 (２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿  

 (３) 公衆浴場  

 (４) 法別表第２（ろ）項第２号及び（は）項第５号に掲げるもの（住宅で建築基準法施行令第 130

条の５の３に掲げる用途を兼ねるもののうち、その用途の床面積が 100㎡以内のものを除く。）  

 (５) 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。）  

２ 法第３条第２項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内にお

いて増築又は改築をする場合においては、同条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前項の

規定は適用しない。  

 (１) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、同条第２項の規定により引き続き前項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同

じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後における延べ面積及び建築面

積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第 52条第１項又は第２項及び法第 53条の規定に

適合すること。  

 (２) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2倍を超えないこと。  

 (３) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけ

るその部分の床面積の合計の 1.2倍を超えないこと。  

 （建築物の敷地面積に関する制限）  



第５条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。  

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合

しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項

の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、

同項の規定は、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他

の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなった土地につ

いては、この限りでない。  

 （建築物の高さに関する制限）  

第６条 建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見

塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８

分の１以内の場合においては、その部分の高さが５メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。  

 （壁面の位置に関する制限）  

第７条 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から敷地境界線までの距離

は、0.5メートル以上でなければならない。  

２ 前項の規定に適合しない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場

合においては、同項の規定は、適用しない。  

 (１)車庫、物置その他これらに類する用途に供するものであること。  

 (２)外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下であること。  

 （建築物の敷地が区域等の内外にわたる場合の措置）  

第８条 建築物の敷地が第３条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に

存するときは、その敷地の全部について第４条及び第５条の規定を適用する。  

 （公益上必要な建築物等の特例）  

第９条 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めて許可したものについて

は、第４条、第５条又は第６条の規定は、適用しない。  

 （罰則）  

第１０条 次の各号の一に該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。  

 (１) 第４条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主  

 (２) 法第 87条第２項において準用する第４条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の

所有者、管理者又は占有者  

 (３) 第５条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主（建築物を建築した後におい

て、当該建築物の敷地を分割することにより、同項の規定に違反した場合においては、当該建築物

の敷地の所有者、管理者又は占有者）  



 (４) 第５条第１項、第６条又は第７条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、

当該建築物の工事施工者）  

２ 前項第４号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるとき

は、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。  

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し

て、前２項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第

１項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止

するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又

は人については、この限りでない。  

 （委任）  

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

 

   附 則（平 13.６.28 条例 17）  

 この条例は、公布の日から施行する。（平 13.６.28施行） 

   附 則（平 16.９.３ 条例 24）  

 この条例は、公布の日から施行する。（平 16.９.３施行） 

附 則（平 23.９.２ 条例 16） 

 この条例は、平成 24年１月１日から施行する。 

 


